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(57)【要約】
【課題】表示基板と光源基板とを前後に重ねて配置する
ことで、大入賞口、普通入賞口、表示部、光源等をコン
パクトに集約化して、遊技盤面の設計自由度を高めるこ
とのできる入賞ユニット等を提供すること。
【解決手段】この入賞ユニット３０は、入賞口２６ａ,
３０ａと表示部３７とが形成されたベース板３６と、ベ
ース板の後方にそのベース板と重ねて配置され、表示部
に遊技情報を表示させる表示基板３５と、表示基板から
後方に向けて延びる配線部材と、光源４０ａを備えると
ともに配線部材を貫通させる貫通孔が形成されて表示基
板の後方にその表示基板と重ねて配置された光源基板４
０と、を有している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　球の入賞が景品払出しの契機となる入賞口と、表示部と、が形成されて該球の流下によ
る遊技を実現する遊技領域に配置されたベース板と、
　該ベース板の後方にそのベース板と重ねて配置され、前記表示部に遊技情報を表示させ
る表示基板と、
　該表示基板から後方に向けて延びる配線部材と、
　光源を備えるとともに前記配線部材を貫通させる貫通孔が形成されて前記表示基板の後
方にその表示基板と重ねて配置された光源基板と、を有する入賞ユニット。
【請求項２】
　前記入賞口が、前記表示部の上方に形成された第１の入賞口と、該第１の入賞口の側方
に形成された第２の入賞口とを有して構成され、
　前記第１の入賞口の後方に配置され前記第１の入賞口に入賞した前記球の通過を検出す
るための球検出器と、
　前記第１の入賞口に入賞し前記球検出器に検出された球を通過させる球通路であって、
前記配線部材の上方を通して構成された第１の球通路と、
　前記第２の入賞口に入賞した球を通過させる球通路であって、前記配線部材の下方を通
して構成された第２の球通路と、をさらに有する請求項１に記載の入賞ユニット。
【請求項３】
　前記遊技領域が形成された遊技盤と、請求項１又は請求項２に記載の入賞ユニットと、
を備える遊技盤ユニットと、
　該遊技盤ユニットを視認可能に内部に保持する枠体と、
　前記遊技盤ユニットに対して一定距離以上離間して配置された前面透明板と、を有する
遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入賞ユニット及び遊技機に係り、特に入賞口、表示部、光源等が集約された
入賞ユニット等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、弾球された球（遊技媒体）が遊技盤面上に形成された遊技
領域を流下して、その流下の過程で球が遊技盤面上のゲージ（釘ともいう。）や羽根車に
衝突しつつ転回して流下方向が変化する。その結果、遊技盤面上に配置された大入賞口や
普通入賞口等の各種入賞口に球が入賞すれば所定の景品球払出しがされ、一方いずれの入
賞口にも入賞せずアウト口に球が流入すれば景品球払出しはされない。遊技者は、弾球に
おける自らの技量を発揮して、又は球の流下における偶然性を利用しつつ球の入賞及び景
品球払出しを期待し、遊技を楽しむのである。
【０００３】
　近年の遊技機では、興趣向上を図るために「当り」遊技が構成されるものがある。例え
ば、遊技盤面に配置された画像表示装置の表示画面に表示された変動図柄が変動し（以下
、図柄変動演出という。）、特定の表示態様で停止した場合に「当り」遊技が開始するよ
うになっている。「当り」遊技となった場合には、入賞口の１つである大入賞口を球が入
賞しやすい状態に変化させることで、短時間で多量の球が大入賞口に入賞するようにして
いるのである。つまり、多量の球の入賞により遊技者が多量の景品球を獲得することがで
きるようにして、「当り」遊技における興趣向上を図っているのである。（以下、「当り
」遊技が行われている遊技状態を「当り」遊技状態という。また、大入賞口が閉状態で行
われる遊技を「通常」遊技といい、「通常」遊技が行われている遊技状態を「通常」遊技
状態という。）
【０００４】
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　遊技領域には、遊技状態が「当り」遊技状態であるか「通常」遊技状態であるかを遊技
者に報知するための表示部も形成されている。この表示部には、その後方に配置された表
示基板によって、「当り」遊技状態と「通常」遊技状態とで異なる図柄（以下、特別図柄
という。）が表示されるようになっている。したがって、遊技者は大入賞口の状態のみな
らず、特別図柄によっても遊技状態を把握することができるので、より確実に遊技状態を
把握しながら、安心して遊技を楽しむことができるのである。
【０００５】
　遊技領域には、さらなる興趣向上を図るべく発光部が構成される場合もある。例えば、
遊技盤面の一部に光が透光可能な透光部が形成され、その後方に発光ダイオード等の光源
を備えた光源基板が配置されて発光部が構成されている。図柄変動演出や遊技状態に合わ
せて光源を発光させることで、視覚的にインパクトのある派手で興趣性の高い遊技を実現
するのである（以下、光源を発光させる演出を光演出という。）。
【０００６】
　このように、大入賞口、普通入賞口、光源を有する遊技機として例えば特許文献１に開
示のものがある。
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－１５１８７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　近年では、大入賞口、普通入賞口、光源等を集約して配置して、遊技盤面の設計自由度
を高めたいという要望がある。例えば、大入賞口等の集約化により余裕のできたスペース
を利用して、造形物の配置による装飾性向上を図ったり、入賞口の数を増やして遊技性に
変化を与えたり、画像表示装置をより大きく形成して図柄変動演出の迫力増大を図ったり
したいという要望がある。
【０００９】
　しかし、入賞口、表示部、光源等を集約するためにこれらを近づけて配置しようとする
と、表示部の後方に配置された表示基板と、光源を備えた光源基板とが近づいて配置され
るようになり両基板が干渉してしまうこととなる。したがって、表示基板と光源基板とが
干渉しない範囲でしか、入賞口、表示部、光源を集約することができず、よりコンパクト
な集約化をすることが難しいものとなっている。
【００１０】
　本発明は上記の事情に鑑みて為されたもので、表示基板と光源基板とを前後に重ねて配
置することで、大入賞口、普通入賞口、表示部、光源等をコンパクトに集約化して、遊技
盤面の設計自由度を高めることのできる入賞ユニット等を提供することを例示的課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本発明の例示的側面としての入賞ユニットは、球の入賞
が景品払出しの契機となる入賞口と、表示部と、が形成されて球の流下による遊技を実現
する遊技領域に配置されたベース板と、ベース板の後方にそのベース板と重ねて配置され
、表示部に遊技情報を表示させる表示基板と、表示基板から後方に向けて延びる配線部材
と、光源を備えるとともに配線部材を貫通させる貫通孔が形成されて表示基板の後方にそ
の表示基板と重ねて配置された光源基板と、を有する。
【００１２】
　表示基板と光源基板とがベース板の後方に重ねて配置されるので、両基板の干渉を考慮
することなく表示部と光源とをよりコンパクトに集約化することができる。
【００１３】
　また、ベース板には入賞口も形成されているため、表示部と光源とに加えて入賞口もコ
ンパクトに集約化することができる。したがって、表示部等が集約された分、遊技盤面の
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スペースにゲージや他の入賞口等を配置する余裕ができ、遊技盤面の設計自由度を高める
ことができる。
【００１４】
　また、複数の基板（表示基板と光源基板。）が重ねて配置されるので、両基板をコンパ
クトに配置することができ、遊技盤後方に配置される多数の部材（例えば、制御基板や球
払出装置等。）の配置の自由度も高めることができる。
【００１５】
　配線部材を貫通させる貫通孔が光源基板に形成されているので、表示基板から後方に向
けて配線部材が延びていても、その配線部材を貫通孔に貫通させれば、配線部材に邪魔さ
れることなく光源基板を表示基板の後方に重ねて配置することができる。例えば、光源を
表示基板の左右両方に配置（表示基板を跨いで配置。）する場合であっても、貫通孔を形
成すれば、配線部材を気にすることなく１枚の光源基板で表示基板の左右両方に光源を配
置することができる。したがって、配線部材を避けるために光源基板を複雑な形状に形成
したり、複数の光源基板を表示装置の左右に配置したりする必要がなくなり、製造コスト
の低減や組立性の向上を図ることができる。
【００１６】
　表示基板と光源基板とが別々になっているので、一方の基板に故障が発生した場合に、
故障した基板だけを交換すればよく、その交換費用を削減することもできる。
【００１７】
　ここで、遊技情報とは、遊技に関する情報であって、「当り」遊技状態や「通常」遊技
状態等の遊技状態を示す情報や、遊技中に所定条件が成立した際に行われる抽選の結果を
示す情報等を含む概念である。例えば、遊技状態を示す特別図柄や抽選の結果を示すため
の図柄（普通図柄）といった図柄情報を概念することができる。このような図柄情報とし
て、数字やアルファベット等の文字図柄を用いることもできるし、特段の意味を有さない
図柄を用いることもできる。
【００１８】
　例えば、特別図柄であれば、遊技状態の違いを遊技者に把握させるために、遊技状態ご
とに異なる態様の図柄が対応付けられている。一の遊技状態に対して複数の特別図柄の態
様が対応付けられていても構わない。「当り」遊技状態に対して特別図柄として「１」と
「３」とが対応付けられていれば、同じ「当り」遊技状態であっても、「１」が表示され
る場合もあれば「３」が表示される場合もあることとなる。
【００１９】
　本願においては、遊技機から遊技者に向かう方向が「前方」であり、前方を向く面が「
前面」である。逆に遊技者から遊技機に向かう方向が「後方」であり、後方を向く面が「
後面」である。また、「左右」は、遊技機で遊技する遊技者から見た「左右」の意味であ
る。
【００２０】
　入賞口が、表示部の上方に形成された第１の入賞口と、第１の入賞口の側方に形成され
た第２の入賞口とを有して構成され、第１の入賞口の後方に配置され第１の入賞口に入賞
した球の通過を検出するための球検出器と、第１の入賞口に入賞し球検出器に検出された
球を通過させる球通路であって、配線部材の上方を通して構成された第１の球通路と、第
２の入賞口に入賞した球を通過させる球通路であって、配線部材の下方を通して構成され
た第２の球通路と、をさらに有して構成されていてもよい。
【００２１】
　第１の球通路と第２の球通路とが配線部材の上下に分かれて構成されているので、第１
の入賞口に入賞して球検出器に通過が検出された球に、第２の入賞口に入賞した球が衝突
してしまうことがない。したがって、球検出器によって通過を検出された球が、第２の入
賞口に入賞した球との衝突によって球検出器まで跳ね返って、再度の通過検出がされてし
まうことを防止できる。つまり、１個の球によって２回の通過検出がされてしまうことを
防止することができる。
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【００２２】
　遊技機においては、球検出器による球の通過検出に基づいて入賞口に入賞した球の個数
を判別し、それに合わせた景品の払出しが行われるようになっている。しかし、第１の入
賞口に入賞した１個の球で２回通過検出がされれば、本来入賞球１個分の景品払出ししか
行われないところ、入賞球２個分の景品払出し（余分な景品払出し。）がなされることと
なり、遊技機を多数設置する遊技機ホール等が不利益を被ることになる。しかし、球通路
を上下に分けて構成することで、１個の球の２回通過検出による余分な景品払出しを防止
することができるのである。
【００２３】
　入賞口が第１の入賞口と第２の入賞口との２つの入賞口を有して構成されているので、
表示部と光源に加えて、これら２つの入賞口をコンパクトに集約化できる。したがって、
遊技盤面の設計自由度をより一層高めることができる。
【００２４】
　本発明の他の例示的側面としての遊技機は、前記遊技領域が形成された遊技盤と、上記
入賞ユニットと、を備える遊技盤ユニットと、遊技盤ユニットを視認可能に内部に保持す
る枠体と、遊技盤ユニットに対して一定距離以上離間して配置された前面透明板と、を有
する。
【００２５】
　この遊技機が有する遊技盤ユニットは、表示部と透光部と入賞口とがコンパクトに集約
化された入賞ユニットを有するので、遊技盤面の設計自由度を高めることができる。また
、入賞ユニットのベース板の後方には複数の基板が重ねて配置されているので、これら複
数の基板の配置をコンパクトにし、遊技盤後方に多数配置される部材の配置の自由度を高
めることができる。
【００２６】
　本発明のさらなる目的又はその他の特徴は、以下添付図面を参照して説明される好まし
い実施の形態によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００２７】
　表示基板と光源基板とを重ねて配置することで、大入賞口、普通入賞口、表示部、光源
等をコンパクトに集約化して、遊技盤面の設計自由度を高めることができ、遊技盤面の設
計自由度を高めることができる。
【００２８】
　また、表示基板と光源基板とを重ねて配置することで、両基板自体をコンパクトに配置
することができ、遊技盤後方に配置される多数の部材の配置の自由度も高めることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　　［実施の形態］
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。図１は、本発明の実施の形
態に係る遊技機としてのパチンコ機２の外観を示す正面図である。パチンコ機２は、枠体
３、遊技盤ユニット（遊技装置体ユニット）６、前面ガラス（前面透明板）１０、装飾枠
１２、上皿（球皿）１４、発射ユニット（図示せず。）を有している。
【００３０】
　なお、遊技機は、パチンコ機２の他にパロット機、コインゲーム機等のアーケードマシ
ン、各種ゲーム機を概念することができ、要するに、遊技媒体の流下による遊技を実現す
る遊技領域を有するあらゆる遊技機が含まれる。なお、パチンコ機においても、アレンジ
ボール機、雀球機等の組合せ式パチンコ機、いわゆるセブン機等の景品球払出し式パチン
コ機等のあらゆるパチンコ機が概念できるが、本実施の形態においては、景品球払出し式
のいわゆるセブン機について例示説明する。
【００３１】



(6) JP 2009-172067 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

　パチンコ機２の枠体３は、遊技盤ユニット６を視認可能に保持するためのもので、木材
・樹脂・金属等を材料として平面視略長方形に構成され、このパチンコ機２の周囲又は周
囲及び後方を囲んでいる。枠体３の内部には、遊技盤ユニット６の他にも各種電子基板や
遊技媒体用の経路等各種機構部品が配置され、枠体３によって周囲側面、又は周囲側面及
び後方面からのパチンコ機２内部への不正アクセスが防止されるようになっている。
【００３２】
　例えば、最後方に配置されてパチンコ機２の周囲を囲む筐体枠４、その前方にヒンジ部
（揺動支持部）１８によって前方開閉可能に揺動支持されて遊技者にとって視認可能とな
るように遊技盤ユニット６を保持する機枠８とを有して枠体３が構成される。
【００３３】
　図２は、遊技盤ユニット６の外観を示す正面図である。遊技盤ユニット６は、このパチ
ンコ機２において、遊技媒体としての球２０の流下による遊技を実現するためのものであ
り、遊技盤６ａ、始動入賞具２８、右アタッカーユニット（入賞ユニット）３０、画像表
示装置３２、アウト口３４を有して大略構成されている。
【００３４】
　遊技盤６ａの表面には遊技領域６ｂが形成されている。遊技盤６ａには、略円形状に周
囲を囲むようにレール飾り２２が取り付けられ、遊技領域６ｂは、このレール飾り２２の
内側に形成された内側面２２ａによって囲まれている。
【００３５】
　その遊技領域６ｂに、多数のゲージ（釘ともいう、図示せず。）、始動入賞具２８、右
アタッカーユニット３０、画像表示装置３２等が配置され、遊技領域６ｂ下端にはアウト
口３４が形成されている。
【００３６】
　始動入賞具２８は、遊技領域６ｂの中央下方部に配置されている。始動入賞具２８は、
遊技領域６ｂを流下する球２０が入賞可能な始動入賞口２８ａを構成するためのものであ
る。球２０が始動入賞口２８ａに入賞すると、図示しない遊技制御基板によって「当り」
抽選が行われるようになっている。また、始動入賞口２８ａに球２０が入賞した際には所
定個数の球２０が景品として払い出されるようになっている。
【００３７】
　図３は、右アタッカーユニット３０の分解斜視図である。右アタッカーユニット３０は
始動入賞具２８の右側に配置され、ベース板３６、表示基板３５、電飾基板（光源基板）
４０、補助プレート４４、大入賞路（第１の球通路）４６、普通入賞路（第２の球通路）
４８を有して構成されている（図７も参照。）。
【００３８】
　ベース板３６は、平板状の樹脂部材であって、右アタッカーユニット３０を遊技盤６ａ
に取り付ける際にビス固定等するための取付基板としての機能を有する。
【００３９】
　ベース板３６には、左右に横長の略長方形状に開口された右大入賞口（第１の入賞口）
３０ａが形成されている。ベース板３６は、メッキ処理されており、遊技領域６ｂにおい
て右大入賞口３０ａの周囲を覆って、右大入賞口３０ａの周囲領域を装飾する装飾部材と
しての機能も有する。
【００４０】
　右大入賞口３０ａは前後に開閉可能とされた右開閉扉（扉部）３８を有している。図４
（ａ）は右アタッカーユニット３０の右開閉扉３８が閉成した状態を示す横断面図（表示
基板３５,電飾基板４０等は簡単のために省略。）であり、図４（ｂ）は右アタッカーユ
ニット３０の右開閉扉３８が開成した状態を示す横断面図である。
【００４１】
　図４（ａ）に示すように、右開閉扉３８が閉成した状態では、球２０は右大入賞口３０
ａの前面を流下しても右大入賞口３０ａに入賞することなく通過してしまう。しかし、図
４（ｂ）に示すように右開閉扉３８が開成した状態では、右大入賞口３０ａの前面を流下
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する球２０は、開成した右開閉扉３８に誘導されて右大入賞口３０ａに入賞することがで
きるようになっている。
【００４２】
　右大入賞口３０ａに球２０が入賞すると、図示しない景品球払出装置から所定個数の景
品球が払い出されるようになっている。右開閉扉３８の開成中は、その前面を流下するほ
とんどの球２０が右大入賞口３０ａに入賞することができるので、多くの球２０が右大入
賞口３０ａに入賞し、多量の景品球払出しがなされるようになっている。右開閉扉３８は
「通常」遊技状態においては閉成しており、球２０は右大入賞口３０ａに入賞することが
できない。しかし、始動入賞口２８ａに球２０が入賞して「当り」抽選が行われた結果、
「当り」に当選した場合に「当り」遊技状態として右開閉扉３８が所定回数開成するよう
になっている。したがって、「当り」遊技状態中は、大量の景品球払出しへの期待度が高
まることとなる。
【００４３】
　右大入賞口３０ａの後方には、右大入賞口３０ａに入賞した球２０が通過可能な通過部
３３ｂが形成された収容ケース３３が配置されている。収容ケース内には右開閉扉３８を
駆動するためのソレノイド（図示せず。）が収容され、通過部３３ｂには右大入賞口３０
ａに入賞した球２０の通過を検出するための球検出器３３ａが配置されている。球検出器
３３ａは、球２０の通過を検出すると図示しない遊技制御基板に向けて検出信号を送信す
るようになっており、遊技制御基板は受信した検出信号に基づいて図示しない球払出装置
に景品球の払出しを行わせるようになっている。
【００４４】
　ベース板３６には普通入賞具２６も形成されている。普通入賞具２６は、遊技領域６ｂ
を流下する球２０が入賞可能な普通入賞口（第２の入賞口）２６ａを構成するためのもの
である。普通入賞口２６ａに球２０が入賞すると図示しない景品球払出装置から所定個数
の球２０が払い出されるようになっている。普通入賞具２６がベース板３６に形成されて
いるので、右アタッカーユニット３０を遊技盤６ａに取り付けるだけで、遊技領域６ｂに
右大入賞口３０ａと普通入賞口２６ａを構成することができ、遊技盤ユニット６の組立工
程を削減することができる。
【００４５】
　普通入賞口２６ａには、右開閉扉３８のように遊技状態に合わせて可動するような部材
は配置されていない。したがって、普通入賞口２６ａへの球２０の入賞に基づく景品球払
出しの期待度は、遊技状態によってあまり変化することがない。
【００４６】
　ベース板３６の右大入賞口３０ａの下方には特別図柄表示部（表示部）３７が形成され
ている。特別図柄表示部３７は、遊技状態を遊技者に報知するためのものである。ベース
板３６の特別図柄表示部３７部分の表面は、メッキ処理されておらず、半透光性の材料で
構成されている。したがって、特別図柄表示部３７の後方に配置される表示基板３５によ
って表示される特別図柄を、特別図柄表示部３７を通して視認できるようになっており、
遊技者は特別図柄が特別図柄表示部３７に表示されているかのように認識することとなる
。
【００４７】
　ベース板３６の一部であって、特別図柄表示部３７の左側方及び右斜め上方には透光部
３６ａが形成されている。ベース板３６の透光部３６ａ部分の表面は透明樹脂等の透光性
を有する材料で構成されており、その表面はメッキ処理がされていない。したがって、透
光部３６ａの後方に配置された電飾基板４０（後に詳説。）からの光を前方に向けて透過
させることができるようになっている。
【００４８】
　特別図柄表示部３７の後方であって、右大入賞口３０ａの下方には表示基板３５が配置
されている。表示基板３５は、後に詳説する電飾基板４０から透光部３６ａを通して前方
に向けて発せられる光を遮らないように、透光部３６ａと前後に重ならない大きさで形成
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されている。図５（ａ）に示すように、表示基板３５の前面には７セグメントディスプレ
イ３５ａが２個並べて配置されている。この７セグメントディスプレイ３５ａを用いて、
遊技状態に対応付けられた特別図柄（遊技情報）が表示されるようになっている。
【００４９】
　７セグメントディスプレイ３５ａは、それぞれ７箇所の発光する箇所を備えており、そ
れらの発光位置の組合せによって、数字やアルファベットを示す様々な図柄を表示するこ
とができるようになっている。本実施の形態においては、２個の７セグメントディスプレ
イ３５ａを用いて、「通常」遊技状態中は特別図柄として「００」を表示し、「当り」遊
技状態中は特別図柄として「７７」を表示するようになっている。
【００５０】
　遊技者は、７セグメントディスプレイ３５ａに表示される特別図柄を、特別図柄表示部
３７を通して視認することで、遊技状態を把握できるようになっている。
【００５１】
　図５（ｂ）に示すように、表示基板３５の後面にはコネクタ（配線部材）３５ｃが配置
されている。図５（ｃ）に示すように、コネクタ３５ｃにはハーネス（配線部材）３５ｄ
が接続されており、ハーネス３５ｄはコネクタ３５ｃに対して着脱可能となっている。ハ
ーネス３５ｄは表示基板３５よりも後方に配置された遊技制御基板（図示せず。）に接続
されるため、ハーネス３５ｄは表示基板３５後面から後方に向けて延びている。このハー
ネス３５ｄを介して７セグメントディスプレイ３５ａに表示される特別図柄が、遊技制御
基板によって制御されるようになっている。
【００５２】
　表示基板３５のさらに後方には、電飾基板４０が配置されている。図６に示すように電
飾基板４０の前面には、透光部３６ａを通して前方に向けて光を発するためのＬＥＤ（光
源）４０ａが配置されている。電飾基板４０は、ＬＥＤ４０ａを透光部３６ａの後方に位
置させるために、透光部の後方にまで広がる大きさで形成されており、表示基板３５より
も左右に張り出す大きさで形成されるようになっている。
【００５３】
　ＬＥＤ４０ａが点灯した際に発せられる光は、透光部３６ａを透過してパチンコ機２前
方の遊技者に届くようになっている。ＬＥＤ４０ａの点灯・消灯は図示しない遊技制御基
板により制御されており、遊技状態に合わせて点灯・消灯が繰り返される発光演出が行わ
れるようになっている。
【００５４】
　電飾基板４０には、表示基板３５の裏面に配置されたコネクタ３５ｃ及び表示基板３５
から後方に延びるハーネス３５ｄを貫通させるための貫通孔４１が形成されている。
【００５５】
　ハーネス３５ｄを電飾基板４０の左右を通して後方に延ばすと、ハーネス３５ｄがＬＥ
Ｄ４０ａの前方を通ってしまう場合がある。そうすると、ハーネス３５ｄがＬＥＤ４０ａ
からの光を遮って発光演出を邪魔することとなり好ましくない。
【００５６】
　しかし、本実施の形態においては、電飾基板４０に貫通孔４１が形成されているので、
その貫通孔４１にハーネス３５ｄを貫通させれば、ＬＥＤ４０ａの前方を通すことなくハ
ーネス３５ｄを後方に延ばすことができるのである。
【００５７】
　表示基板３５と電飾基板４０とを前後に重ねて配置できるので、両基板の干渉を防止し
て、右大入賞口３０ａ、普通入賞口２６ａ、特別図柄表示部３７及び透光部３６ａを、よ
りコンパクトな領域に集約化することができる（本実施の形態ではベース板３６に集約化
されている。）。また、透光部３６ａが右大入賞口３０ａ等と集約化されたことで、透光
部３６ａの後方に配置されたＬＥＤ４０ａも右アタッカーユニット３０にコンパクトに集
約化される。
【００５８】
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　補助プレート４４は、右大入賞口３０ａの前方に配置されて、ベース板３６に取り付け
られている。補助プレート４４は、右大入賞口３０ａと補助プレート４４との間に球１個
の流下が可能な間隔を有するように配置されている。
【００５９】
　補助プレート４４の上辺４４ａは遊技盤６ａ側に向けて傾斜しており、右大入賞口３０
ａの前方をやや離れて流下する球２０がその傾斜に衝突すると右大入賞口３０ａの方向（
つまり、後方。）に誘導されるようになっている。右開閉扉３８の開成状態において、前
面ガラス１０と右開閉扉３８の先端との間には隙間Ｘができてしまう（図４（ｂ）も参照
。）。その隙間Ｘに球２０が挟まってしまうと球詰まりが発生し、遊技中断等の大きな問
題となる。しかし、補助プレート４４が球２０を右大入賞口３０ａの方向に誘導して右大
入賞口３０ａへの球２０の円滑な入賞を補助するので、前面ガラス１０と右開閉扉３８の
先端との間に球２０が詰まるのを未然に防止することができる。
【００６０】
　図７は、右アタッカーユニット３０の背面図である。右アタッカーユニット３０の後方
には、右大入賞口３０ａに入賞した球２０を図示しない入賞球排出装置に導くための大入
賞路４６が構成されている。
【００６１】
　球検出器３３ａの下方には、表示基板３５から後方に向けて延びているコネクタ３５ｃ
やハーネス３５ｄがある。したがって、右大入賞口３０ａに入賞して球検出器３３ａを通
過した球２０をそのまま下方に流下させることはできず、大入賞路４６は球検出器３３ａ
を通過した球２０を受け入れてすぐに遊技機中央方向に向けて屈曲するように構成されて
いる。つまり、大入賞路４６はコネクタ３５ｃ等の上方を通して構成されているのである
。
【００６２】
　右アタッカーユニット３０の後方には、普通入賞口２６ａに入賞した球２０を図示しな
い入賞球排出装置に導くための普通入賞路４８も形成されている。普通入賞路４８は、普
通入賞口２６ａに入賞した球２０を、コネクタ３５ｃ等の下方を通過させるように構成さ
れている。
【００６３】
　大入賞路４６と普通入賞路４８とをコネクタ３５ｃ等の上下に分かれて通すように構成
することで、球検出器３３ａによる１個の球２０に対する２回の球通過検出を好適に防止
することができるのである（後に詳説する［比較例］も参照。）。
【００６４】
　本実施の形態においては、始動入賞口２８ａの下方にも、下アタッカーユニット３１が
配置され、前後に開閉可能とされた下開閉扉５４を有する下大入賞口５０ａが形成されて
いる（図１も参照。）。下開閉扉５４は通常遊技中は閉成しており、下大入賞口５０ａに
球２０は入賞することができない。始動入賞口２８ａに球２０が入賞して「当り」抽選が
行われた結果、「小当り」に当選した場合に「小当り」遊技として下開閉扉５４が開成し
て、下大入賞口５０ａに球２０が入賞できるようになっている。なお、「小当り」遊技状
態においては、特別図柄として「３３」が表示されるようになっている。
【００６５】
　本実施の形態においては、画像表示装置３２の左側を流下する球２０は下大入賞口５０
ａに向かって流下しやすく、画像表示装置３２の右側を流下する球２０は右大入賞口３０
ａに向かって流下しやすくなっている。したがって、より多くの球２０を入賞させるため
に遊技者は、後述する発射ハンドルを操作して球２０の遊技領域６ｂに向けた発射強度を
「当り」遊技状態と「小当り」遊技状態とで異なるように調節することとなる。
【００６６】
　アウト口３４は、遊技領域６ｂの中央最下端近傍に形成された開口であり、遊技領域６
ｂの最下端まで流下した球２０を流入させるためのものである。アウト口３４に流入した
球２０は、パチンコ機２の外部に排出されるようになっている。



(10) JP 2009-172067 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

【００６７】
　後述する発射ユニットにより球２０が遊技領域６ｂ内の上部に向けて発射されると、球
２０がゲージに衝突してその流下方向を変えつつ遊技領域６ｂ内を流下するようになって
いる。その流下の途中で、あるものは普通入賞口２６ａに入賞して球の払出しの契機とな
り、あるものは始動入賞口２８ａに入賞して「当り」抽選の契機となり、また、あるもの
はいずれの入賞口２６ａ，２８ａ，３０ａ，５０ａにも入賞せずにアウト口３４からパチ
ンコ機２の外部へと排出される。
【００６８】
　画像表示装置３２は、変動用の図柄やその背景図柄を含めた画像を表示するためのもの
であり、本実施の形態では、画像表示装置３２は液晶表示装置で構成され、この画像表示
装置３２には変動用の図柄である３桁の数字が表示されるようになっている。
【００６９】
　画像表示装置３２は、「当り」抽選の結果を遊技者に報知する機能を有する。始動入賞
口２８ａに球２０が入賞し、「当り」抽選が行われると、画像表示装置３２に表示された
３桁の数字が変動を開始し、所定時間経過後に停止表示される。抽選の結果が「当り」で
あれば停止表示を「当り」の態様（本実施の形態では、「７・７・７」。）とし、「小当
り」であれば停止表示を「小当り」の態様（本実施の形態では、「３・３・３」。）とし
、いずれの当りでもなければ（つまり、「外れ」。）停止表示を「７・７・７」「３・３
・３」の態様以外のものとして、遊技者に抽選の結果を報知する。この図柄変動の開始か
ら停止までの一連の流れは、遊技者に対して「当り」抽選の結果を報知する遊技演出の一
部を構成している。
【００７０】
　「当り」遊技では右開閉扉３８が１５回開閉し、「小当り」遊技では下開閉扉５４が８
回開閉する。したがって、「当り」遊技の方が右大入賞口３０ａに球２０を入賞させる機
会が多く、より多くの景品球を獲得することができるようになっている。
【００７１】
　前面ガラス１０は、遊技盤ユニット６に対して一定距離以上離間して配置された透明板
である。前面ガラス１０は透明平板ガラスで形成され、遊技盤ユニット６との間に球２０
が流下する流下スペースを形成する機能、遊技者が前面ガラス１０を通して遊技領域６ｂ
を視認できるように視認性を確保する機能、遊技者が遊技領域６ｂに不正にアクセス（接
触）できないように不正アクセスを防止する機能、を発揮する。
【００７２】
　前面透明板としてはガラス素材の前面ガラス１０の他に、もちろん透明アクリル等の樹
脂材料が使用されてもよい。また、本実施の形態においては、前面ガラス１０が装飾枠１
２に保持されるが、前面ガラス１０が遊技盤ユニット６の前面に取り付けられて、遊技盤
ユニット６とともに機枠８に保持されるように構成されていてもよい。
【００７３】
　装飾枠１２は、筐体枠４に対して前面開閉可能に揺動支持された枠体である。本実施の
形態においては、装飾枠１２はヒンジ部１８において機枠８とともに揺動支持されている
。
【００７４】
　上皿１４は、球２０を発射ユニットに導くべく貯留するためのもので、下皿１５ととも
に遊技者の持ち球を貯留する機能を有する。上皿１４は、パチンコ機２の前面であって遊
技盤ユニット６の下方、すなわち装飾枠１２の下方部分に配置され、下皿１５は、その上
皿１４のさらに下方に配置されている。本実施の形態においては、上皿１４と下皿１５と
を別々に構成しているが、もちろん上皿１４と下皿１５とが一体となって１つの球皿が構
成されていてもよい。
【００７５】
　上皿１４は、景品球としてパチンコ機２から払い出された球２０を受け取る機能や、そ
の球２０を球供給装置（いわゆる整流器、図示せず。）を介して発射ユニットに導くべく
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貯留する機能を有している。また、遊技者が遊技を終了する場合に、球排出ボタン１４ｂ
によって下皿１５へと球２０を排出することができるようになっている。
【００７６】
　発射ユニットは、球供給装置によって上皿１４から発射位置に送り出された球２０を遊
技領域６ｂの上部に向けて発射（弾球）するためのものである。発射ユニットは、例えば
発射位置の球２０を弾球する発射杆、その発射杆を駆動する発射モータ、発射杆を付勢し
て弾球のための力を発生させる発射バネ等を有してユニット構成され、機枠８に取り付け
られている。その発射ユニットによる球発射のため、遊技者の操作に基づいて球発射のオ
ンオフ及びその発射強度調整を実現する発射ハンドル５６がパチンコ機２の前面下方に設
けられているが、詳細は省略する。
【００７７】
　なお、本実施の形態では、ベース板３６において特別図柄表示部３７の左側方及び右斜
め上方に透光部３６ａを形成しているが、これに限らず、透光部３６ａを特別図柄表示部
３７の上下左右に形成して、右アタッカーユニット３０の装飾性がより高くなるようにし
てももちろん構わない。
【００７８】
　本実施の形態では、７セグメントディスプレイ３５ａと表示基板３５とが一体となって
いるが、これらを別々に構成してもよく、例えば、７セグメントディスプレイ３５ａを特
別図柄表示部３７に直接取付け、その後方に配置された表示基板３５によって７セグメン
トディスプレイ３５ａに表示される図柄を制御するようにしてもよい。
【００７９】
　［比較例］
　図８は、本実施の形態と比較するための比較例として大入賞路１４６と普通入賞路１４
８とをコネクタ１３５ｃ等の上方で合流させた右アタッカーユニット１３０の背面図であ
る。このように、大入賞路１４６と普通入賞路１４８とをコネクタ１３５ｃ等の上方で合
流させてしまうと、右大入賞口に入賞し球検出器１３３ａを通過してすぐの球１２０に、
普通入賞口に入賞して普通入賞路１４８を流下してきた球１２０が衝突することとなる。
その衝突により球１２０が球検出器１３３ａまで跳ね返ると、球検出器１３３ａによって
再度球通過を検出されてしまう場合がある。つまり、右大入賞口に入賞した１個の球１２
０で２回の通過検出がされてしまうおそれがあるのである。
【００８０】
　以上、本発明の好ましい実施の形態を説明したが、本発明はこれらに限定されるもので
はなく、その要旨の範囲内で様々な変形や変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施の形態に係るパチンコ機の正面図である。
【図２】図１に示すパチンコ機が有する遊技盤ユニットの正面図である。
【図３】図２に示す遊技盤ユニットが有する右アタッカーユニットの分解斜視図であって
、大入賞路及び普通入賞路を省略した図である。
【図４】図２に示す遊技盤ユニットが有する右アタッカーユニット部分の（ａ）右開閉扉
が閉成している状態、（ｂ）右開閉扉が開成している状態を示す横断面図であって、表示
基板、大入賞路等を省略した図である。
【図５】図４に示す右アタッカーユニットが有する表示基板の、（ａ）正面図、（ｂ）ハ
ーネスを省略した背面図、（ｃ）右側面図である。
【図６】図４に示す右アタッカーユニットが有する電飾基板の正面図である。
【図７】図４に示す右アタッカーユニットの背面図である。
【図８】本実施の形態と比較するための比較例として大入賞路と普通入賞路とをコネクタ
等の上方で合流させた右アタッカーユニットの背面図である。
【符号の説明】
【００８２】
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Ｘ：隙間
２：パチンコ機（遊技機）
３：枠体
４：筐体枠
６：遊技盤ユニット（遊技装置体ユニット）
６ａ：遊技盤
６ｂ：遊技領域
８：機枠
１０：前面ガラス（前面透明板）
１２：装飾枠
１４：上皿（球皿）
１４ｂ：球排出ボタン
１５：下皿
１８：ヒンジ部（揺動支持部）
２０,１２０：球（遊技媒体）
２２：レール飾り
２２ａ：内側面
２６：普通入賞具
２６ａ：普通入賞口（第２の入賞口）
２８：始動入賞具
２８ａ：始動入賞口
３０,１３０：右アタッカーユニット（入賞ユニット）
３０ａ：右大入賞口（第１の入賞口）
３１：下アタッカーユニット
３２：画像表示装置
３３：収容ケース
３３ａ,１３３ａ：球検出器
３３ｂ：通過部
３４：アウト口
３５：表示基板
３５ａ：７セグメントディスプレイ
３５ｂ：特別図柄
３５ｃ,１３５ｃ：コネクタ（配線部材）
３５ｄ：ハーネス（配線部材）
３６：ベース板
３６ａ：透光部
３７：特別図柄表示部（表示部）
３８：右開閉扉（扉部）
４０：電飾基板（光源基板）
４０ａ：ＬＥＤ（光源）
４１：貫通孔
４４：補助プレート
４４ａ：上辺
４６,１４６：大入賞路（第１の球通路）
４８,１４８：普通入賞路（第２の球通路）
５０ａ：下大入賞口
５４：下開閉扉
５６：発射ハンドル
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